
 

国 道 政 第 1 3 号 

令和８年６月17日 

 

 

各地方整備局道路部長 殿 

 

 

国土交通省道路局路政課長 

（公  印  省  略） 

 

 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係

法律の整備に関する法律」による地方道路公社法の一部改正について

（通知） 

 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（令和８年法律第27号。以下「第16次地方分権一括法」という。）につ

いては、令和８年５月27日に成立し、６月３日に公布された。  

第16次地方分権一括法は、「令和７年の地方からの提案等に関する対応方針」（令

和７年12月23日閣議決定）等を踏まえたものであり、第16次地方分権一括法による地

方道路公社法（昭和45年法律第82号）の一部改正の概要は下記のとおりであるため、

改正の趣旨及び下記の事項に御留意の上、貴管内の地方道路公社に対してこの旨を周

知いただくようお願いする。 

 

記 

 

第１ 改正の概要 

地方道路公社が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に

関する公告について、その回数を３回以上から１回とする（地方道路公社法第 35 条

の６第１項）。 

 

第２ 施行期日 

令和８年９月３日（木）（公布の日から起算して３月を経過した日） 

 

【別添】 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律（概要） 

 

以上 
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